






株 主 各 位 証券コード  6506
2026年5月7日

北九州市八幡西区黒崎城石2番1号

株式会社安川電機
代表取締役社長 小川 昌寛

当社ウェブサイト https://www.yaskawa.co.jp/ir/stocks/meeting

株主総会資料 掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/6506/teiji/

第110回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第110回定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本総会の招集に際しては、法令および定款の規定に基づき、株主総会参考書類等の内容である情報
（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに
「第110回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえご確認くださいますようお願い申しあげます。

（トップページ ＞ 株主・投資家情報 ＞ 株式・社債情報 ＞ 株主総会）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使することが
できます。お手数ながら、株主総会参考書類をご検討いただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入のうえ、2026年5月26日（火曜日）午後5時までに到着する
ようご返送くださるか、6頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ当社の指定
するウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）より2026年5月26日（火曜日）午後5時までに
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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■ 日 時 2026年5月27日（水曜日）午前10時（午前9時開場）

■ 場 所 北九州市八幡西区黒崎城石2番1号
当社 本店
（末尾に掲載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

■ 目的事項 報告事項 1. 第110期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第110期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

■ 招集にあたっての
決定事項

(1) 書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権を行使された場合は、到
着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。
また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

(2) 書面（郵送）により議決権を行使され、当該議決権行使書において各議案に
対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い
いたします。

(3) 代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名さまを代理
人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を当日会場受付にご提出ください。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載のインターネット上の各ウェブサイトにその旨ならびに修正前およ
び修正後の事項を掲載いたします。

● 書面交付請求をいただいた株主さまには電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りしておりますが、次に掲げる
事項につきましては、法令および定款の規定に基づき、当該書面には記載しておりません。
なお、監査等委員会および会計監査人は次に掲げる事項を含む監査対象書類を監査しております。
① 事業報告の「事業の経過および成果」「利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当」「財産および損益の
状況」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所および工場」「使用人の状況」「主要な借入先の状
況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「株式の状況」「新株予約権等の状況」「社外役員に関する事
項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要」「会社の支配に関する基本方針」

② 連結計算書類
③ 計算書類

記

以 上
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株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案

（代表取締役および役付役員等） （代表取締役および役付役員等）
第21条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。

② 取締役会の決議により、会長および社長各１名、副社
長、専務および常務各若干名を選定することができ
る。

第21条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。
② 取締役会の決議により、取締役または執行役員の中か
ら、会長および社長各１名、副社長、専務、常務およ
びその他の役付役員各若干名を選定することができ
る。

１. 提案の理由
最適かつ機動的な経営体制の構築を目的として、役付役員を柔軟に選定できるよう現行定款第21条（代表取締役

および役付役員等）を変更するものです。

２. 定款変更の内容（下線部分は変更箇所を示します。）
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

候補者
番号 氏名 当社における現在の

地位および担当等
取締役在任年数
（本総会終結時）

取締役会
出席率（当期） 性別

1
お

小
 

 
が さ

笠
 

 
わ ら

原
 ひろし

浩 代表取締役会長 19年 13回／13回
［100％］ 男 再任

2
はやし

林
 

 
だ

田
   

 
あゆみ

歩
上席執行役員
東京支社長 兼
コーポレートブラン
ディング本部長

― ― 男 新任

3
く

久
ぼ

保
た

田
 

 
ゆ

由
み

美
え

恵
執行役員
技術開発本部AIロボ
ティクス統括部長
株式会社エイアイ
キューブ 代表取締役
社長

― ― 女 新任

4
ま

真
 

 
か や

茅
 ひ さ

久
 

 
の り

則 社外取締役 1年 10回／10回
［100％］ 男 再任 社外 独立

5
む か

向
 

 
い

井
 は る

陽
 

 
み

美 ― ― ― 女 新任 社外 独立

再任 再任の取締役候補者 新任 新任の取締役候補者

社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所および当社の定めに基づく独立役員候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）4名全員は、本総会終結の時をもって任
期満了となります。本議案は、取締役5名の選任をお願いするものです。取締役の候補者は以下のとおりです。
取締役の候補者の指名にあたっては、取締役会の諮問機関であり、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名

諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定しております。また、本議案について監査等委員会において検討が
なされましたが、特段の意見はありませんでした。
なお、当社が各候補者に特に期待する分野は第3号議案の末尾に記載しております。あわせてご確認くださいます

ようお願い申しあげます。
取締役の候補者
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候補者番号 お

小
が さ

笠
わ ら

原
 

 
ひ ろ し

浩 生年月日 1955年9月19日 満 70歳 再任1
    1979年    3 月 当社入社
    2006年    6 月 取締役 モーションコントロール事業部副事業部長
    2007年    3 月 取締役 インバータ事業部長
    2011年    3 月 取締役 モーションコントロール事業部長
    2012年    6 月 常務執行役員 モーションコントロール事業部長
    2013年    6 月 取締役 常務執行役員 モーションコントロール

事業部長
    2014年    3 月 取締役 常務執行役員 技術開発本部長
    2015年    3 月 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長
    2016年    3 月 代表取締役社長 技術開発本部長
    2017年    3 月 代表取締役社長 人材多様性推進室長
    2018年    3 月 代表取締役社長 ICT戦略推進室長
    2022年    3 月 代表取締役会長兼社長
    2023年    3 月 代表取締役会長（現任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
66,389株

［取締役在任年数］
※本総会終結時 19年

［重要な兼職の状況］
上場会社（当社を除く）
・九州旅客鉄道株式会社
社外取締役

・東京センチュリー株式会社
社外取締役

取締役候補者
とした理由

小笠原浩氏は、2016年から代表取締役社長、2022年から代表取締役会長兼社長を務め、2023年3月に代表取
締役会長に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本総会で取締役に選任いただいた場合、代表取締役会長兼社長として選定する予定です。
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候補者番号 は や し

林
だ

田
 

 
あゆ み

歩 生年月日 1964年7月24日 満 61歳 新任2
    1985年    3 月 当社入社
    2018年    3 月 理事 広報・IR部長
    2021年    3 月 執行役員 広報・IR部長
    2023年    3 月 上席執行役員 コーポレートブランディング本部

長
    2026年    3 月 上席執行役員 東京支社長

兼 コーポレートブランディング本部長（現任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
12,570株

［取締役在任年数］
―

［重要な兼職の状況］
―

取締役候補者
とした理由

林田歩氏は、事業部門や広報・IR部門等を経験し、2023年からコーポレートブランディング本部長を務め、
2026年3月に東京支社長に就任しました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。

候補者番号 く

久
ぼ

保
た

田
 

 
ゆ

由
み

美
え

恵 生年月日 1968年5月17日 満 58歳 新任3
    1991年    3 月 当社入社
    2019年    3 月 株式会社エイアイキューブ 代表取締役社長
    2024年    3 月 執行役員 株式会社エイアイキューブ 代表取締役

社長
ロボット事業部デジタル戦略担当

    2025年    3 月 執行役員 技術開発本部AIロボティクス統括部長
株式会社エイアイキューブ 代表取締役社長（現
任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
2,908株

［取締役在任年数］
―

［重要な兼職の状況］
当社子会社
・株式会社エイアイキューブ
代表取締役社長

取締役候補者
とした理由

久保田由美恵氏は、事業部門や技術開発部門、子会社の経営等を経験してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
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候補者番号 ま

真
か や

茅
 

 
ひ さ

久
の り

則 生年月日 1958年5月2日 満 68歳 再任 社外 独立4
    1982年    4 月 富士写真フイルム株式会社（現富士フイルムホー

ルディングス株式会社）入社
    2015年    6 月 富士フイルム株式会社 執行役員 グラフィックシ

ステム事業部長
兼 富士フイルムグローバルグラフィックシステ
ムズ株式会社（現富士フイルムグラフィックソ
リューションズ株式会社）代表取締役社長

    2016年    12月 富士フイルム株式会社 取締役 執行役員
    2017年    6 月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネ

スイノベーション株式会社）取締役 常務執行役員
    2019年    6 月 同社 取締役 専務執行役員
    2021年    4 月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

代表取締役社長・CEO
    2022年    4 月 同社 取締役会長
    2024年    6 月 日本特殊陶業株式会社 社外取締役（現任）
    2025年    5 月 当社 社外取締役（現任）
    2025年    6 月 ENEOSホールディングス株式会社 社外取締役

（現任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
1,616株

［社外取締役在任年数］
※本総会終結時 1年

［重要な兼職の状況］
上場会社（当社を除く）
・日本特殊陶業株式会社
社外取締役

・ENEOSホールディングス株式会社
社外取締役

社外取締役候
補者とした理
由および期待
される役割の
概要

真茅久則氏の事業会社での代表取締役等の経歴を通じて培われた経営の専門家としての豊富な知識、経験およ
び知見等は当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点から当社経営に対する監督を行って
いただけるものと判断しております。
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候補者番号 む か

向
い

井
 

 
は る

陽
み

美 生年月日 1965年8月12日 満 60歳 新任 社外 独立5
    1990年    5 月 医籍登録 筑波大学附属病院医員
    1999年    12月 筑波大学臨床医学系講師
    2008年    4 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社（現ヤ

ンセンファーマ株式会社）メディカルアフェアー
ズ本部 メディカル本部長

    2014年    11月 アッヴィ合同会社 肝疾患領域部・オンコロジー
領域部 統括部長

    2022年    5 月 モデルナジャパン株式会社 メディカル本部長
    2024年    3 月 グラクソ・スミスクライン株式会社 取締役 メディカル

本部長
    2026年    1 月 東北大学 創薬戦略推進機構 機構長補佐（現任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
200株

［社外取締役在任年数］
―

［重要な兼職の状況］
・東北大学 創薬戦略推進機構
機構長補佐

社外取締役候
補者とした理
由および期待
される役割の
概要

向井陽美氏の医師や製薬会社での臨床研究等の経歴を通じて培われた豊富な知識、経験および知見等は医療・
医薬品市場を新たな事業領域として推進する当社にとって大変有益であり、社外取締役として客観的な視点か
ら当社経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
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（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社株式の数には、安川電機役員持株会または安川電機従業員持株会および株式報酬制度「株式給付信託（BBTまたはJ-ESOP）」
における本人持分を含めております。

3. 真茅久則氏および向井陽美氏は、社外取締役候補者です。当社は、現任の社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。真茅久則氏が取締役に就任した場合は、同氏を継続して独立役員として指定する予定です。また、向井陽美氏についても
同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が取締役に就任した場合は、同氏を独立役員として指定する予定です。

4. 社外取締役候補者である両氏は、前記3．のほか、当社が定める社外取締役の独立性に関わる以下の事項のいずれにも該当しておらず、当社として独
立性が確保されていると判断しております。
・当社株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社のメインバンクや直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の取引先で、取引額が当社または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務した
ことがある。

・当社の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、当社からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年
度以内に受領したことがある。

・当社から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、当社の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。

5. 久保田由美恵氏の戸籍上の氏名は伴仲由美恵ですが、職業上使用している氏名で表記しております。
6. 当社は、現任の社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、真茅久則氏が取締役に就任した場合は、同氏と
の当該契約を継続する予定です。また、向井陽美氏が取締役に就任した場合は、同氏と当該契約を締結する予定です。

7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に定める手続に従い、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範
囲は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員等ならびに当社子会社の取締役等であり、被保険者は保険料を負担しており
ません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる可能性
のある損害等が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一
定の免責事由があります。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を
予定しております。
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子 生年月日 1972年3月8日 満 54歳 新任 社外 独立

    1996年    10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
入所

    2000年    4 月 公認会計士登録
    2013年    7 月 金融庁 公認会計士・監査審査会 公認会計士監査

検査官
    2019年    7 月 有限責任監査法人トーマツ マネージングディレ

クター
    2023年    7 月 入江公認会計士事務所 代表（現任）
    2024年    5 月 わらべや日洋ホールディングス株式会社 社外取

締役 監査等委員（現任）
    2025年    6 月 株式会社酉島製作所 社外取締役 監査等委員（現

任）

［略歴、当社における地位、担当］ ［所有する当社株式の数］
0株

［社外取締役（監査等委員）
在任年数］
―

［重要な兼職の状況］
上場会社（当社を除く）
・わらべや日洋ホールディングス株式会社
社外取締役 監査等委員

・株式会社酉島製作所
社外取締役 監査等委員

監査等委員である社外取締役候補者とした
理由および期待される役割の概要

入江千香子氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はあ
りませんが、公認会計士としての豊富な専門知識、経験および知見等は当社にと
って大変有益であり、監査等委員である社外取締役として客観的な視点から当社
経営に対する監督を行っていただけるものと判断しております。
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（注）1. 入江千香子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 入江千香子氏は、社外取締役候補者です。当社は、現任の社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。入江千香子氏についても同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同
氏を独立役員として指定する予定です。

3. 社外取締役候補者である入江千香子氏は、前記2．のほか、当社が定める社外取締役の独立性に関わる以下の事項のいずれにも該当しておらず、当社
として独立性が確保されていると判断しております。
・当社株式の持株比率が10％以上の株主である組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社のメインバンクや直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の主幹事証券において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・当社の取引先で、取引額が当社または相手方の連結売上収益（連結売上高）の1％を超える組織において、現在または過去3事業年度以内に勤務した
ことがある。

・当社の会計監査法人において、現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
・対象となる個人が、当社からコンサルティングや顧問契約（法律、会計、税務等）として年間1,000万円を超える報酬等を現在または過去3事業年
度以内に受領したことがある。

・当社から年間1,000万円を超える寄付を受領した組織（個人を含む）に現在または過去3事業年度以内に勤務したことがある。
また、当社の社外取締役としての在任期間は原則4年間とし、経営上のやむを得ない事由がある場合はさらに1年間延長できる。

4. 当社は、現任の監査等委員である取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、入江千香子氏が監査等委員である
取締役に就任した場合は、同氏と当該契約を締結する予定です。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に定める手続に従い、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範
囲は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員等ならびに当社子会社の取締役等であり、被保険者は保険料を負担しており
ません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる可能性
のある損害等が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一
定の免責事由があります。入江千香子氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約につ
いて同内容での更新を予定しております。

6. 入江千香子氏の任期は、2028年5月開催予定の定時株主総会終結の時までです。
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両面印刷をした際にご覧いただきやすいレイアウトとなるよう、当ページを挿入しております。
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【利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当】
当社は、長期経営計画「2025年ビジョン」において、株主のみなさまへ、より積極的かつ安定的な利益還元を

行うことを目的とし、連結配当性向を2025年度において30％＋αにすることを基本方針に掲げております。上記
の基本方針を踏まえて、当期の剰余金の期末配当は、2026年4月10日開催の取締役会決議により、1株当たり普
通配当34円とさせていただきました。これにより、中間配当34円と合わせた当期の年間配当金は1株当たり68
円、連結配当性向は50.0％となりました。
次期の年間配当金につきましては、1株につき72円を予定しており、連結配当性向は39.7％となる見込みです。
なお、当社は、2016年6月16日開催の第100回定時株主総会において定款変更を行い、剰余金の配当を法令に

別段の定めがある場合を除き、取締役会で決議できるものとしております。

内容 地域

八幡西事業所 モータ・ロボット一貫生産工場の新設 日本

行橋事業所の再編および南行橋事業所の新設 日本

新キャンパスの設立
（米国本社･技術開発拠点･産業用ロボットの生産工場等の集約による開発力・生産力の強化） 米国

ロボットシステム工場の移転拡張およびディストリビューションセンタの新設 スロベニア

基板生産工場の新設 ベトナム

【設備投資等の状況】
当期において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は570億37百万円です。この金額には、有形固

定資産のほか無形資産および使用権資産を含めております。

1. 完成した主な設備投資の状況
該当事項はありません。

2. 継続中・計画中の主な設備投資の状況

3. 主な固定資産の売却、撤去、滅失に該当する事項
該当事項はありません。

－ 31 －



【資金調達の状況】
当期中に、当社グループの所要資金として、金融機関より借入金の調達を行いました。
なお、当期末の社債及び借入金残高は1,100億29百万円となりました。

【事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況】
該当事項はありません。

【他の会社の事業の譲受けの状況】
該当事項はありません。

【吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況】
該当事項はありません。

【他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況】
該当事項はありません。
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財産および損益の状況

2022年度
（第107期）

555,955

2023年度
（第108期）

575,658

2024年度
（第109期）

537,682

2025年度
（第110期）

542,122

売上収益 （単位：百万円）

2022年度
（第107期）

68,301

2023年度
（第108期）

66,225

2024年度
（第109期）

50,156

2025年度
（第110期）

47,307

営業利益 （単位：百万円）

2022年度
（第107期）

51,783

2023年度
（第108期）

50,687

2024年度
（第109期）

56,987

2025年度
（第110期）

35,240

親会社の所有者に帰属する当期利益 （単位：百万円）

2022年度
（第107期）

198.07

2023年度
（第108期）

193.87

2024年度
（第109期）

218.62

2025年度
（第110期）

135.88

基本的1株当たり当期利益 （単位：円）

2022年度
（第107期）

653,132
702,335

408,018

2023年度
（第108期）

743,774

439,610

2024年度
（第109期）

812,365

493,615

2025年度
（第110期）

355,075

資産合計/資本合計 （単位：百万円）

資産合計 資本合計
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区分 2022年度
（第107期）

2023年度
（第108期）

2024年度
（第109期）

2025年度
（第110期[当期]）

売上収益 （百万円） 555,955 575,658 537,682 542,122
営業利益 （百万円） 68,301 66,225 50,156 47,307
親会社の所有者に
帰属する当期利益 （百万円） 51,783 50,687 56,987 35,240

基本的１株当たり当期利益 （円） 198.07 193.87 218.62 135.88
資産合計 （百万円） 653,132 702,335 743,774 812,365
資本合計 （百万円） 355,075 408,018 439,610 493,615
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重要な親会社および子会社の状況 （2026年2月28日現在）

会社名 資本金
議決権比率
（％）
（注）

主要な事業内容

安川オートメーション･ドライブ
株式会社 2,330百万円 100 産業用電気機械設備およびシステムの設計・製造・販売

・サービス

安川メカトレック末松九機株式
会社 100百万円 100 電気機器、設備機器、各種装置の販売およびシステムの提

供

米国安川株式会社 3,917万米ドル 100 インバータ・サーボ・コントローラの製造・販売・サービス
およびロボットの販売・サービス

欧州安川有限会社 1,000万ユーロ 100 インバータ・サーボ・コントローラの製造・販売・サービス
およびロボットの販売・サービス

安川電機（中国）有限公司 5,440万米ドル 100 インバータ・サーボ・コントローラ・ロボットの販売・
サービス

安川アジアパシフィック有限会社 7,074万シンガポールドル 100 インバータ・サーボ・コントローラ・ロボットの販売・
サービス

韓国安川電機株式会社 47,646百万ウォン 100 インバータ・サーボ・コントローラ・ロボットの販売・
サービス

【親会社の状況】
該当事項はありません。

【重要な子会社の状況】

（注）議決権比率には、間接所有分を含めて記載しております。また、議決権比率は各社が保有する自己株式を控除して計算しております。

－ 35 －



対処すべき課題
2026年度は、AI・半導体関連分野を中心とした旺盛な需要を背景に、足元において受注が好調に推移している
ことなどを踏まえ、増収増益を計画します。

2026年度の重点実施項目は以下のとおりです。

1. “コト”を実現するi3-Mechatronicsの実践および戦略製品の展開
安川グループのソリューションコンセプト「i3-Mechatronics」によるお客さまの“コト”に呼応したソリューシ

ョンの展開と、コア製品の強みを生かした販売スケールの拡大を着実に実行します。また、新たな生産基盤の徹
底活用による製造付加価値の向上を図るとともに、グローバル品質データの活用を高度化し、製品・サービスの
品質を格段に向上させます。

2. AIロボティクスを軸としたフィジカルAIのユースケース具現化と実行
自律型のAIロボット「MOTOMAN NEXT」の適用市場の拡大に向けて、フィジカルAI（※1）の領域を拡大

させるとともに、新たな場面・状況へのロボット展開に向け、パートナーとの連携によるユースケース（社会実
装）の創出を目指します。また、進化したアクチュエータの技術・製品の実証によるヒューマノイドロボットの
領域を深耕します。
（※1）当社では、「AIロボティクス」を「モーションとAIによる認識・判断」と定義しております。これは、i3-

Mechatronicsの“integrated（統合的）”領域を更に広げるものであり、MOTOMAN NEXTはそれを具
現化した製品となります。
「フィジカルAI」は、「当社製品とAIを融合させることで、これまで自動化が困難であった領域でのユー
スケースを具現化するもの」と位置付けております。

3. 市場×地域戦略の深化による重点市場における収益モデルの強化
ACサーボモータ・コントローラ事業の主力市場である半導体においては、国内中核販社の連携による営業体制

の再強化を推し進め、エンドユーザを基軸とした事業ポテンシャルの拡大を進めます。ロボット事業の主力市場
である自動車においては、自動車OEMおよびそれに連動するTier（※2）の投資実行を確実に捕捉します。イン
バータ事業においては、大型空調（HVAC）市場の新たな成長領域であるデータセンタや半導体の領域を徹底的
に攻略していきます。なお、米国においては、2025年度に発表したキャンパス構想を確実に実行し、インドでは
成長領域へのアプローチ強化と生産能力の拡大を進めます。
（※2）自動車業界などにおけるサプライチェーンの階層
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4. 新メカトロニクス応用領域の実展開およびエコシステム構築の加速
農業分野においては現場への実導入を加速させ、中食・冷食を含む加工食品領域においては、ソリューション

の拡充と水平展開を着実に進めます。また、医療/医薬品市場においては、パートナーとの連携強化およびプラッ
トフォーマーとしてのバイオ向け双腕ロボット「まほろ」の導入を拡大します。安川グループのDNAの一つであ
るメカトロニクスの応用領域において、様々なパートナーと協力しながらエコシステムを構築していきます。

5. 投資価値の最大化と事業コストのスリム化による高収益基盤の確立
徹底した業務の適正化と効率化を通じた経費削減による事業運営コストの低減を行います。また、基幹システ

ムであるS/4HANAを確実に立ち上げ、安定運用につなげるとともに、事業力の更なる向上に向け、YDXの徹底
した活用による最適配置を含めた人材マネジメントの強化を行います。中国および欧州においては、2025年度か
ら推進している利益体質改善の継続により強い収益基盤を確立させます。また、安川グループ経営理念の浸透に
よる実行力のある「One YASKAWA」の文化醸成とエンゲージメント強化をグローバルで推し進めるととも
に、サステナビリティ経営の進化に向けたグローバル展開と実態を踏まえた情報の可視化・発信を進めます。

各セグメントにおける具体策は以下のとおりです。

〔モーションコントロール〕
ACサーボモータ・コントローラ事業においては、i3-Mechatronicsを実現させるiCube Controlを中心にグロ

ーバルでのトータルソリューション提案を強化するとともに、需要変動に即応できる柔軟な生産体制のもと、半
導体や電子部品等の成長市場における更なる収益の拡大を図ります。
インバータ事業においては、データセンタや半導体等の成長市場に加え、インドで拡大するインフラ需要に対

する販売活動の強化を図ります。生産については、自動化・省人化を通じて生産体制の更なる強化を図り、生産
性および収益性の向上に取り組みます。太陽光発電市場においては、パートナー連携を通じて国内の自家消費市
場におけるパワーコンディショナの売上拡大を図ります。
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〔ロボット〕
i3-Mechatronicsを軸としたソリューションの深化・横展開を進めるとともに、本年度稼働予定の八幡西事業

所のモータ・ロボット一貫生産工場（第5工場）を起点として、事業基盤の強化および収益力の向上に取り組みま
す。自動車や半導体を中心に自動化ニーズが拡大する中、工程や用途の多様化に対応した提案力の強化を通じ
て、提供価値の最大化を図ります。また、食品・医療など、これまでロボットの導入が限定的であった分野にお
いても、自動化ニーズの高まりを捉えた取組みを進めます。
生産面では、第5工場を中心にモータからロボットまでの一貫生産体制を有する生産基盤を活用し、データ活用

や変種変量生産への対応を進めることで、生産効率および収益性の向上に取り組みます。併せて、このような生
産活動を通じて得られる知見を製品改良やソリューションの高度化に生かし、事業全体の競争力強化につなげて
まいります。
製品面では、自律型のAIロボット「MOTOMAN NEXT」の展開を軸に、食品・医療等の発展領域を含む幅広

い用途に向けた自動化提案を強化するとともに、適用領域の拡大を図り、将来の成長領域の育成に取り組みま
す。

〔システムエンジニアリング〕
鉄鋼プラントシステム・社会システム分野では、脱炭素・自動化需要に対応し、AI・IoT技術により付加価値を

高めたシステムソリューションの提供に努めます。また、アジアを中心とする港湾クレーン等の成長市場への取
組みを更に強化します。

株主のみなさまにおかれましては、今後ともなお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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主要な事業内容 （2026年2月28日現在）

当社グループは、「モーションコントロール」「ロボット」「システムエンジニアリング」「その他」の各セグ
メントにおいて、製造、販売、据付、保守、エンジニアリング等の事業を展開しております。
「モーションコントロール」「ロボット」「システムエンジニアリング」の各セグメントの概要および主要製品

は「企業集団の現況 ■当事業年度の事業の状況 【事業の経過および成果】 セグメント別事業概要」に記載のとお
りです。
また、「その他」セグメントは、物流サービス事業などで構成されています。売上収益は減少しましたが、営業

利益はその他の収益の増加などにより前期比で増加しました。

主要な営業所および工場 （2026年2月28日現在）

会社名 所在地

当社

本社 北九州市八幡西区

支社・支店
東京都港区
愛知県みよし市
兵庫県尼崎市
福岡市博多区

工場等
北九州市八幡西区
福岡県中間市
福岡県行橋市
埼玉県入間市

安川メカトレック末松九機株式会社 福岡市博多区

安川オートメーション･ドライブ株式会社 福岡県行橋市

米国安川株式会社 米国 イリノイ州

欧州安川有限会社 ドイツ ヘッセン州

安川電機（中国）有限公司 中国 上海市

安川アジアパシフィック有限会社 シンガポール カラン

韓国安川電機株式会社 韓国 アニャン市
（注）2025年3月1日付で大阪市北区にあった大阪支店を兵庫県尼崎市に移転し、その他の拠点を統合して関西支店と改称しました。
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使用人の状況 （2026年2月28日現在）

区分 使用人数 前期末比増減
モーションコントロール 4,975名（ 867名） 178名減（ 62名減）
ロボット 4,728名（ 335名） 157名減（ 17名増）
システムエンジニアリング 737名（ 98名） 8名減（ 9名増）
その他 724名（ 431名） 3名増（ 18名増）
全社（共通） 1,319名（ 148名） 10名減（ 21名増）

合計 12,483名（1,879名） 350名減（ 3名増）

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
3,114名（327名） 56名減（49名増） 42.7歳 17.6年

【企業集団の使用人の状況】

（注）1. 使用人数は就業人員であり、（ ）に臨時雇用者の年間平均人員を外数で記載しております。
2. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の部門に区分できない部門に所属している者です。
3. 「モーションコントロール」および「ロボット」の使用人数が減少した主な要因は、事業の効率化によるものです。

【当社の使用人の状況】

（注）使用人数は就業人員であり、（ ）に臨時雇用者の年間平均人員を外数で記載しております。

主要な借入先の状況 （2026年2月28日現在）

借入先 借入額（百万円）
株式会社みずほ銀行 28,546
株式会社三菱UFJ銀行 9,293
株式会社北九州銀行 8,953
株式会社西日本シティ銀行 8,676
株式会社福岡銀行 8,478
三井住友信託銀行株式会社 6,864
農林中央金庫 5,353
株式会社三井住友銀行 4,793
明治安田生命保険相互会社 3,152
株式会社筑邦銀行 3,094

その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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新株予約権等の状況

【当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
予約権の状況】
該当事項はありません。

【当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況】
該当事項はありません。
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会社役員の状況

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 小笠原 浩 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役
東京センチュリー株式会社 社外取締役

代表取締役社長 小 川 昌 寛
人づくり推進担当
ICT戦略担当
技術開発本部長

取締役 森 川 泰 彦 上席執行役員
東京支社長

社外取締役 真 茅 久 則 日本特殊陶業株式会社 社外取締役
ENEOSホールディングス株式会社 社外取締役

取締役監査等委員（常勤） 生 山 武 史

社外取締役監査等委員 松 橋 香 里 ルミナス・コンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 社外監査役

社外取締役監査等委員 西 尾 啓 治 株式会社クレハ 社外取締役

社外取締役監査等委員 穂 高 弥生子
一色法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士
住友重機械工業株式会社 社外取締役
参天製薬株式会社 社外監査役

【取締役の状況】（2026年2月28日現在）
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地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 小 川 昌 寛 人づくり推進担当
ICT戦略担当

取締役 森 川 泰 彦 渉外担当

（注）1. 取締役のうち、真茅久則氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2. 社外取締役である真茅久則氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員です。
3. 各社外取締役の兼職先と当社との間に特別の関係はありません。
4. 監査等委員である取締役の生山武史氏は国内外子会社の経営を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておりま
す。
監査等委員である取締役の松橋香里氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

5. 監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人等からの情報収集な
らびに重要な社内会議での情報共有および内部監査部門等との十分な連携を行うべく、取締役生山武史氏を常勤の監査等委員として選定
しております。

6. 監査等委員である取締役の松橋香里氏の戸籍上の氏名は細谷香里ですが、職業上使用している氏名で表記しております。
監査等委員である取締役の穂高弥生子氏の戸籍上の氏名は渋谷弥生子ですが、職業上使用している氏名で表記しております。

7. 当社は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づ
き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425
条第1項に定める最低責任限度額としております。

8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に定める手続に従い、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約
の被保険者の範囲は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員等ならびに当社子会社の取締役等であり、被保
険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生じる可能性のある損害等が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行
った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

9. 当事業年度中の取締役の異動は以下のとおりです。
2025年5月28日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の村上周二氏および監査
等委員である取締役の小池利和氏は任期満了により退任いたしました。
2025年5月28日開催の第109回定時株主総会において、新たに、真茅久則氏が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任いた
しました。

10. 2026年3月1日付人事異動により、以下のとおり取締役の役職、担当および重要な兼職の状況を変更いたしました。
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氏名 担当

山 田 達 哉
常務執行役員
コンプライアンス担当
人事総務・リスクマネジメント本部長 兼 輸出入管理部長

マ イ ケ ル
ナ ペ ッ ク

上席執行役員
米州統括
米国安川株式会社 取締役会長 兼 社長

陣 内 信 朗
上席執行役員
アジア統括
安川アジアパシフィック有限会社 取締役会長 兼 社長

高 田 浩 志
上席執行役員
新メカトロ応用営業担当
中国新規事業担当

林 田 歩 上席執行役員
東京支社長 兼 コーポレートブランディング本部長

岡 久 学 上席執行役員
ロボット事業部長

一 木 靖 司

上席執行役員
管理担当
ESG担当
経営管理本部長

井 手 耕 三 上席執行役員
インバータ事業部長 兼 インバータ事業部技術部長

大 塚 丈 徳
執行役員
品質サービス本部長 兼 品質サービス本部西日本サービス部長
兼 品質サービス本部サービス企画部長

樋 口 充 章 執行役員
調達本部長

下 池 正一郎 執行役員
ICT本部長 兼 ICT本部情報システム部長

11. 2026年3月1日現在の執行役員（取締役を除く。）の状況は以下のとおりです。

－ 45 －



氏名 担当

足 立 恭 雄
執行役員
中国統括
安川電機（中国）有限公司 董事長･総経理

川 崎 俊 夫 執行役員
経営管理本部 副本部長

久保田 由美恵 執行役員
技術開発本部AIロボティクス統括部長 兼 株式会社エイアイキューブ 取締役社長

吉 松 秀 明 執行役員
営業本部長 兼 営業本部事業開拓部長 兼 営業本部事業計画部長

山 田 正 剛 執行役員
韓国安川電機株式会社 代表理事

マ ー カ ス
ミ ー ド

執行役員
欧州統括
欧州安川有限会社 取締役会長

山 本 哲 義 執行役員
生産本部長 兼 生産本部グローバル生産改革部長

内 山 孝 弘 執行役員
モーションコントロール事業部長 兼 モーションコントロール事業部事業企画部長

原 英 則 執行役員
技術開発本部長

武 富 保 生 執行役員
社長戦略室長
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役員区分 員数
（人）

報酬等の種類別の総額（百万円）
金銭報酬 非金銭報酬

基本報酬 業績連動報酬 株式報酬
取締役
（監査等委員である取締役を除く。） 5 459 200 213 46

取締役
（監査等委員である取締役） 5 85 85 － －

合計
（うち社外取締役）

10
（5）

544
（65）

285
（65）

213
（－）

46
（－）

【取締役の報酬等】
1. 報酬等の額

（注）上記には、2025年5月28日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名、監査
等委員である取締役1名を含んでおります。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定方針等に関する事項
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）および執行役員の報酬について、公正な審

議による妥当性および透明性の確保を目的に、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占める報
酬諮問委員会を設置しております。
取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬諮問委員会において審議した報酬方針および報酬水準ならびにその

答申を踏まえ、予め株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。当該
報酬等の内容は、これらの手続に則り決定方針に基づき算出および決定されたものであるため、取締役会は当
該報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
(1) 決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針について、取締役会で決議しております。

(2) 決定方針の内容の概要
① 役員報酬の基本方針

当社の継続的な企業価値の向上および競争力の強化を目的に、優秀な人材を確保できる報酬水準とし、
かつ短期的・中長期的な業績向上のインセンティブが機能する報酬設計とする。
また、業績連動報酬における単年度報酬については、全体で一体となって絶えず利益向上を目指す意識

を高めるために、前年度の利益実績に応じた報酬を支給することとし、中長期報酬については中長期での
企業価値向上への意識を高めるとともに、ステークホルダーとの利益の共有を図る。
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② 役員報酬の構成およびその内容
(ⅰ) 基本報酬
(a)取締役（社外取締役を除く。）
企業価値向上の職責を負うことから、各取締役の業績評価および役位に応じ、一定額を支給する。

(b)社外取締役
職務執行の監督の職責を負うことから、予め定められた固定額を支給する。

(ⅱ) 業績連動報酬（単年度報酬）
(a)取締役（社外取締役を除く。）
同業他社の営業利益率、営業利益増加率およびROAを基にした標準偏差から当社業績との相対結果

を加味し算出した額を支給する。
(b)社外取締役
業績連動報酬は支給しない。

(ⅲ) 株式報酬（中長期報酬）
(a)取締役（社外取締役を除く。）
中期経営計画における業績評価指標の達成度と連動した算定方法に基づき、取締役の退任時に当社

普通株式および金銭を支給する。
(b)社外取締役
業績には連動せず、中期経営計画における業績目標達成時のみ、取締役の退任時に当社普通株式お

よび金銭を支給する。

(ⅳ) 各報酬の割合に関する方針
(a)取締役（社外取締役を除く。）
固定報酬である基本報酬および業績に応じて連動する業績連動報酬ならびに株式報酬にて構成す

る。なお、業績目標を達成した場合の代表取締役社長における基本報酬：業績連動報酬：株式報酬の
構成割合は、概ね35％：45％：20％を想定する。
(b)社外取締役
独立性の観点から業績連動型報酬は支給せず、基本報酬および業績目標達成時のみ業績非連動の株

式報酬を支給する。社外取締役の報酬の構成割合は、株式報酬が発生しない場合は基本報酬：株式報
酬＝100％：0％、株式報酬が発生する場合(株式報酬が最大の場合)は基本報酬：株式報酬＝75％：
25％とする。
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取締役（社外取締役を除く。）の報酬体系（イメージ図）

固定報酬

報酬体系

株主総会決議枠

KPI・評価項目

基本報酬 業績連動報酬
（単年度報酬）

短期 中長期

親会社の所有者に
帰属する当期利益等
に応じて変動

中期経営計画の
達成度に応じて変動

年額4.3億円以内 親会社の所有者に帰属する当期利益の
1％以内

株式報酬
（中長期報酬）

年額2.4億円以内且つ年間8万株以内

営業
利益額

営業
利益率

環境
指標

TSRの
TOPIX
対比

同業他社の営業利益率/営業利益増加率
/ROAを基にした標準偏差

算定方法

変動報酬
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3. 報酬等に関する株主総会決議および業績連動報酬等に関する事項
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
① 基本報酬

取締役の基本報酬にかかる限度額は、2015年6月18日開催の第99回定時株主総会において、年額430
百万円以内の固定枠と決議をいただいており、その詳細は以下のとおりです。なお、当該株主総会終結時
点の取締役の員数は6名（社外取締役は選任いたしておりません。）です。
(ⅰ) 取締役（社外取締役を除く。）

企業価値向上の職責を負うことから、各取締役の業績評価および役位に応じ、一定額を支給いたしま
す。
(ⅱ) 社外取締役
職務執行の監督の職責を負うことから、予め定められた固定額を支給いたします。

② 業績連動報酬（単年度報酬）
取締役の業績連動報酬（単年度報酬）の限度額は、2015年6月18日開催の第99回定時株主総会におい

て、以下のとおり決議をいただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名（社外取
締役は選任いたしておりません。）です。
(ⅰ) 取締役（社外取締役を除く。）

連結業績との連動性をより明確にするため、選任または重任された株主総会の前事業年度の連結当期
純利益（注）の1.0％以内といたします。各取締役の報酬額は、同業他社の営業利益率、営業利益増加率
およびROAを基にした標準偏差から当社業績との相対結果を加味し算出いたします。
なお、当事業年度の業績連動報酬の総額の算定式は以下のとおりです。
・3月度から5月度：2023年度の連結当期純利益（注）（50,687百万円）×1.0％＝506百万円以内
・6月度から2月度：2024年度の連結当期純利益（注）（56,987百万円）×1.0％＝569百万円以内
（注）第105期（2021年2月期）よりIFRSに準拠して連結計算書類を作成しております。それに伴い、同期より日本基準の「連結

当期純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）」に相当するIFRSの「親会社の所有者に帰属する当期利益」を用いており
ます。

(ⅱ) 社外取締役
業績連動報酬は支給しないものといたします。
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③ 株式報酬（中長期報酬）
2017年6月15日開催の第101回定時株主総会決議、2019年5月28日開催の第103回定時株主総会決議

および2021年5月26日開催の第105回定時株主総会決議に基づき、取締役に対する株式報酬制度「株式給
付信託（BBT）」を導入しております。この制度は、中期経営計画における会社業績評価指標の達成度と
連動した株式報酬制度です。これにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスク
までも株主のみなさまと共有し、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大に向けた意欲向上を促すこ
とを企図しております。
当該報酬については、2021年5月26日開催の第105回定時株主総会において決議をいただいており、そ
の概要は以下のとおりです。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は取締役（社外取締役を除
く。）6名、社外取締役1名です。
(ⅰ) 取締役（社外取締役を除く。）

中期経営計画に掲げる目標の達成度に応じてポイントを付与する。対象期間（取締役会が中期経営計
画に応じて、都度予め定める数の事業年度（最短2事業年度、最長4事業年度））におけるポイント数の
合計の上限は、事業年度の数に80,000ポイントを乗じた数とする。
なお、当事業年度の株式報酬の算出基準となる評価指標は以下のとおりです。会社業績評価指標の各

評価指標の目標値に応じた達成度係数等により、株式報酬を算出いたします。
（算式）
役位別基準金額（1年分の基準額）×(営業利益額（当該事業年度）×60％＋営業利益率（当該事業
年度）×20％＋TSRのTOPIX対比（当該事業年度）×10％＋当社製品を通じたCO2排出量削減達成
度（当該事業年度）× 10％)＝支給される株式報酬
（実績）
営業利益額：473億円（達成度係数0.6）、営業利益率：8.7％（達成度係数0.0）、TSRのTOPIX対
比：110％（達成度係数2.0）、当社製品を通じたCO2排出量削減：16,676万t（達成度係数2.0）

(ⅱ) 社外取締役
中期経営計画において設定された各年度における営業利益額の目標値を達成した場合に限り、予め設

定した数のポイントを付与する。対象期間（取締役会が中期経営計画に応じて、都度予め定める数の事
業年度（最短2事業年度、最長4事業年度））におけるポイント数の合計の上限は、事業年度の数に
3,300ポイントを乗じた数とする。
なお、当事業年度の株式報酬は当事業年度の営業利益目標額の達成の有無（目標：1,000億円、実

績：473億円）により算出いたします。
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(2) 監査等委員である取締役
① 基本報酬

監査等委員である取締役の基本報酬にかかる限度額は、2020年5月27日開催の第104回定時株主総会に
おいて、年額150百万円以内の固定枠と決議をいただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査
等委員である取締役の員数は6名です。

② 株式報酬
2017年6月15日開催の第101回定時株主総会決議および2021年5月26日開催の第105回定時株主総会

決議に基づき、監査等委員である取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しており
ます。この報酬は株主のみなさまとの価値の共有を図るため株式報酬とし、監査等委員である取締役に支
給される株式数は、業績には連動せず、報酬としての価値が当社株価のみに連動する仕組みとすること
で、監査等委員である取締役の業務執行監督機能への影響を排除しております。
当該報酬については、2021年5月26日開催の第105回定時株主総会において決議をいただいており、そ
の概要は以下のとおりです。なお、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は6名です。
・中期経営計画において設定された各年度における営業利益額の目標値を達成した場合に限り、予め設
定した数のポイントを付与する。対象期間（取締役会が中期経営計画に応じて、都度予め定める数の
事業年度（最短2事業年度、最長4事業年度））におけるポイント数の合計の上限は、事業年度の数に
6,600ポイントを乗じた数とする。
なお、当事業年度の株式報酬は当事業年度の営業利益目標額の達成の有無（目標：1,000億円、実績：

473億円）により算出いたします。
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地位 氏名
出席回数（出席率） 発言状況および期待される役割

に関して行った職務の概要取締役会 監査等委員会

社外取締役 真 茅 久 則 10回/10回
（100％） －

事業会社での代表取締役等の経
歴を通じて培われた経営の専門
家としての豊富な知識、経験お
よび知見等をいかし、取締役
会、指名諮問委員会および報酬
諮問委員会等において助言・提
言を行うなど、社外取締役とし
ての客観的な視点から当社経営
を監督しております。

社外取締役
監査等委員 松 橋 香 里 13回/13回

（100％）
13回/14回
（93％）

公認会計士やコンサルティング
会社代表取締役としての豊富な
専門知識、経験および知見等を
いかし、取締役会、監査等委員
会、指名諮問委員会および報酬
諮問委員会等において助言・提
言を行うなど、社外取締役とし
ての客観的な視点から当社経営
を監督しております。

社外取締役
監査等委員 西 尾 啓 治 13回/13回

（100％）
14回/14回
（100％）

事業会社での代表取締役等の経
歴を通じて培われた経営の専門
家としての豊富な知識、経験お
よび知見等をいかし、取締役
会、監査等委員会、指名諮問委
員会および報酬諮問委員会等に
おいて助言・提言を行うなど、
社外取締役としての客観的な視
点から当社経営を監督しており
ます。

【社外役員に関する事項】
1. 重要な兼職先と当社との関係
「会社の現況 ■会社役員の状況 【取締役の状況】」に記載のとおりです。

2. 当事業年度における主な活動状況
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地位 氏名
出席回数（出席率） 発言状況および期待される役割

に関して行った職務の概要取締役会 監査等委員会

社外取締役
監査等委員 穂 高 弥生子 13回/13回

（100％）
14回/14回
（100％）

弁護士としての豊富な専門知
識、経験および知見等をいか
し、取締役会、監査等委員会、
指名諮問委員会および報酬諮問
委員会等において助言・提言を
行うなど、社外取締役としての
客観的な視点から当社経営を監
督しております。

（注）真茅久則氏は、2025年5月28日開催の第109回定時株主総会において新たに選任されたため、取締役会の出席回数/開催回数が他の社外取
締役とは異なります。
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会計監査人の状況

支払額（百万円）

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 148

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 129

【名称】
EY新日本有限責任監査法人

【報酬等の額】

（注）1. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に
相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定による
ものに限る。）を受けております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、
前期の監査計画・監査の遂行状況、当事業年度の報酬見積の相当性を確認した結果、監査品質を維持・向上していくために合理的な
水準であると判断し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。

【非監査業務の内容】
該当事項はありません。

【会計監査人の解任または不再任の決定の方針】
監査等委員会は、会計監査人が職務義務違反､任務懈怠等会社法第340条第1項各号が定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した
監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告します。
また、監査等委員会は、会社都合の場合のほか、会計監査人として継続してその職責を全うするうえで重要な

疑義を抱く事象が発生し、当社監査業務に重大な支障をきたす場合において必要と判断したときは、株主総会に提出
する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

【責任限定契約の内容の概要】
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」（いわゆる「内部統制システムの基本方針」）
について、取締役会で以下のとおり定めており、当社およびその子会社から成る企業集団（以下「安川グループ」
という。）において社会的要請に的確に応えるとともに、継続的改善を図ります。
なお、当社は、2026年3月26日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定する決

議をいたしました。当該改定を反映した内容は以下のとおりです。

【安川グループにおける取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制ならびに業務の適正を確保するための体制】
1. 当社は、安川グループの取締役および従業員が法令を遵守し、社会的良識をもって行動できるよう、「安川
グループ経営理念」を実現するための「安川グループ企業行動規準」および「私たちの遵守事項」を定め、
これら行動規範を説明する「安川グループ企業行動規準ガイダンス」を制定し、周知徹底に努める。

2. 当社は、安川グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用、
評価して業務の充実を図る。

3. 当社は､独立性の高い社外取締役を複数選任し､取締役の職務の執行に対する取締役会の監督機能を高める。
4. 安川グループは、管理層の職務権限を定め、管理層の権限を明確にする。
5. 安川グループは、職務分掌・決裁権限に基づき、業務分担・権限を明確にする。
6. 当社は、安川グループの中期経営計画および年度毎の経営計画を策定する。そこで決められた経営目標・経
営戦略を各部門全体の業務目標に反映させる。また、その進捗状況を定期的に報告させ、評価する。

7. 当社は、安川グループの予算編成・実績管理をはじめとする経理の管理を行う。
8. 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、安川グループ各社に対する経営を主管する部門、事業を管理する
部署を定め、当該部門・部署により安川グループ各社を管理する。

9. 当社は、安川グループ各社から業務遂行状況等の報告を受け、必要に応じ指導・助言あるいは協議を行う。
10. 当社の監査部は、安川グループ内の内部監査を実施する。
11. 安川グループは､「グループ・コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス体制の整備を図
る。

12. 当社は、安川グループのコンプライアンスに関する重要事項の協議および方針決定を行うため、コンプライ
アンス委員会を設置する。
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13. 安川グループにおいて不祥事が発生した場合には、コンプライアンス委員会が中心となり調査を行い、重要
な事項については、当社の経営会議、取締役会および監査等委員会に報告する。

14. 安川グループは、社内通報窓口のほか、各社からの独立性を確保した通報窓口を設置する。

【安川グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制】
1. 安川グループは、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成・保存・管理する。
2. 安川グループは、「決裁申請・報告手続き規程」に基づき決裁申請に関する情報を保存・管理する。
3. 当社は、株主はもとより、広く社会とコミュニケーションを行い、適時に、企業情報を積極的かつ公平に開
示する。

【安川グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制】
1. 当社は、「グループ・リスクマネジメント基本規程」に定める方針に基づき、全社的かつ統合的にリスクを
管理する。

2. 当社は、リスクマネジメント委員会を設置し、全社的なリスク管理体制の整備、推進および監督を行う。
3. 当社は、リスクが顕在化し危機となった場合には、「危機管理基本規程」に基づき、危機管理担当役員を中
心として、迅速に対応する。

【安川グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制】
1. 当社は、安川グループにおける取締役の職務の執行の効率化を推進する体制を整備する。
2. 安川グループは、経営職位の職務権限・経営補佐職位の職務権限を定めるとともに、取締役会決議により、
担当業務および使用人職務を定め、取締役間の業務分担を明確にする。

3. 当社は、執行役員を設置し、経営の意思決定と業務執行機能を分離するとともに、それぞれの機能を高め、
業務執行の迅速化を図る。

4. 安川グループは、取締役の意思決定に基づく職務の執行の効率化を推進するため、組織規程等に基づき、管
理層および部門長の業務分担・権限を明確にする。

5. 安川グループは、業務執行取締役、執行役員等で構成される経営会議を編成し、取締役会決議事項のうちあ
らかじめ協議を必要とする事項や、業務執行上の重要な意思決定に関する協議を行う。
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【当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査
等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人
に対する指示の実効性に関する事項】
1. 当社は、監査等委員会の職務を補助するため事務局および専任のスタッフを置く。当該スタッフは監査等委
員会の指揮命令下で職務遂行する。

2. 当社は、監査等委員会スタッフの任命、異動等人事権に関する事項およびその人事考課については、監査等
委員会と事前に協議を行う。また、当該スタッフの選任に際しては、その経験・知見を十分に考慮する。

【当社の監査等委員会への報告に関する体制】
1. 安川グループの取締役、監査役および使用人は安川グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見
したときは、当該事実を直ちに、所定の部門を通じて監査等委員会に報告する。

2. 当社の監査等委員は社内重要会議に出席できる。
3. 社内の決裁申請等重要な意思決定に関わる書類を当社の監査等委員に回付する。

【当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制】
安川グループは、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、報告者に対する不利な取扱いを行うことを
社内規程等において禁止する。

【当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項】
監査等委員会はその職務の執行に関する費用計画を策定する。ただし、監査等委員がその職務の執行について、
当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに処理する。

【その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制】
1. 対外的透明性を確保するとともに、多面的視点からの監査を行うことができるよう、監査等委員である社外
取締役3名以上を招聘する。

2. 会計監査人および監査部と監査等委員会との意思疎通および情報の交換がなされるように努める。
3. 代表取締役、取締役および執行役員等との意見交換を適宜行い、経営上の重要情報を監査等委員会が知得で
きる体制を充実させる。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、継続的に経営上の新たなリスクを検討し、必要に応じて社内の諸規程および業務を見直す等、業務の

適正を確保するための体制について実効性を向上させております。また、その運用状況については取締役会に報告
しております。
当期における、業務の適正を確保するための体制についての運用状況の主な内容は以下のとおりです。

【業務執行の効率性の向上に関する取組み】
1. 執行役員の選任、経営会議をはじめとした全社会議体等・機能別委員会等の設置および定期的な開催を通
じ、業務執行の効率性向上と迅速化を図りました。

2. 取締役会および経営会議において、安川グループの経営計画の遂行状況を報告するとともに、経営上の課題
およびその対応策につき審議し、フォローアップしました。

3. 当社取締役または使用人に子会社の取締役等を兼任させ、当該子会社の業務の効率性向上促進と監視・監督
に努めました。

4. 「関係会社管理規程」に基づき、子会社等から定期的に報告等を受けるとともに適切な指導・助言等を行い
ました。

【コンプライアンスに関する取組み】
1. 「グループ・コンプライアンス基本規程」に則り、当社各社長直属部および国内外連結子会社にコンプライ
アンス責任者およびコンプライアンス推進リーダーを設置しているほか、本社の各該当部門には「法令担
当」を設置し、安川グループとしてのコンプライアンス体制の構築・整備を進めています。また、代理店・
サプライヤー等については「安川グループ ビジネスパートナー行動規準」に則り、コンプライアンス体制
の構築・整備を進めています。

2. コンプライアンス委員会およびグループ・コンプライアンス連絡会議を半期毎に開催し、当社および安川グ
ループのコンプライアンスに関する重要事項の審議および方針決定を行いました。

3. コンプライアンス・ホットラインへ通報された事案については、コンプライアンス委員会委員長の指示の
下、コンプライアンス委員会事務局が関係部門とともに調査・対策を実施し、事案の内容により都度または
一括して取締役会、監査等委員会および経営会議へ報告しました。

4. 内部通報窓口の独立性確保および夜間の通報受付けなど利用者の一層の利便性向上のために、コンプライア
ンス・ホットラインの外部通報窓口として、外部専門窓口を設置しています。また、代理店やサプライヤー
等のステークホルダーへの周知についても強化を図っています。
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【損失の危険の管理に関する取組み】
1. 平時におけるリスクマネジメントと有事における危機管理・対応を明確に区分した上で、関連する規程体系
を含めた抜本的な見直しを実施しました。その上で、リスクマネジメントおよび危機管理に関する当社グル
ープの基本方針として「グループ・リスクマネジメント基本規程」を制定し、当該規程の下、全社的なリス
クマネジメントの仕組みを構築するとともに、その適切な運用を図りました。

2. 全社的な危機管理体制の構築および危機管理を行うことを目的としていた危機管理委員会について、その設
置目的を見直し、平時におけるリスクマネジメントの整備、推進および監督を担う全社委員会としてリスク
マネジメント委員会へ改組するとともに、全社的なリスクマネジメントの体制を強化しました。

3. 有事における危機管理・対応については、危機管理担当役員を中心とする体制ならびに具体的な方法を、危
機管理基本規程の改定により明確化しました。

【内部監査に関する取組み】
1. 内部監査部門が、年間の監査計画に基づき当社各部門および国内外のグループ会社について内部監査を実施
しました。

2. 内部監査部門は、監査結果を取締役および監査等委員会に報告しました。

【監査等委員会に関する取組み】
1. 監査等委員は、取締役会のほか、重要会議へ出席し、業務執行状況報告を受け、意思決定過程や内容につき
監督を行いました。子会社については関係部門との定期会合のほか、適宜報告を受けました。

2. 重要な決裁申請書や会議体議事録等の回付を受け、内容を閲覧し、情報を十分確認したうえで合理的判断を
行っているかを確認しました。

3. 会計監査人との定期的な情報･意見交換を実施するとともに、内部監査部門から定期的に内部監査報告等を受
けました。

会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めて

おりません。しかしながら、当社のみならず株主のみなさまや当社のお取引先、従業員等、当社の利害関係者におい
て、重要な事項であることから、企業価値の向上を第一義として、適宜対応してまいります。

（注） 本事業報告中の記載数字は、金額および株式数については表示単位未満を切り捨てて、比率については四捨五入し、表示しております。
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連結財政状態計算書 （単位：百万円）

科目 第110期
2026年2月28日現在 科目 第110期

2026年2月28日現在

資産 負債
流動資産

現金及び現金同等物

営業債権

契約資産

棚卸資産

その他の金融資産

その他の流動資産

非流動資産

有形固定資産

のれん

無形資産

使用権資産

持分法で会計処理されている投資

その他の金融資産

繰延税金資産

その他の非流動資産

471,517

61,223

163,942

11,000

210,764

3,162

21,422

340,847

163,955

7,412

30,179

16,852

5,513

90,424

10,753

15,755

流動負債 191,159
営業債務 57,681
社債及び借入金 45,572
未払法人所得税 3,841
リース負債 3,737
その他の金融負債 10,823
引当金 1,395
契約負債 28,014
その他の流動負債 40,094
非流動負債 127,590
社債及び借入金 64,457
リース負債 11,085
その他の金融負債 691
退職給付に係る負債 25,963
繰延税金負債 12,784
引当金 3,265
その他の非流動負債 9,341
負債合計 318,749
資本
親会社の所有者に帰属する持分 483,542
資本金 30,562
資本剰余金 29,916
利益剰余金 369,336
自己株式 △31,608
その他の資本の構成要素 85,335
非支配持分 10,073

資本合計 493,615

資産合計 812,365 負債及び資本合計 812,365

連結計算書類

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第110期

2025年3月1日から
2026年2月28日まで

売上収益 542,122
売上原価 △350,885
売上総利益 191,236

販売費及び一般管理費 △145,905
その他の収益 3,029
その他の費用 △1,052
営業利益 47,307

金融収益 4,556
金融費用 △3,067
持分法による投資損益 766
税引前当期利益 49,563

法人所得税費用 △12,981
当期利益 36,582

当期利益の帰属
親会社の所有者 35,240
非支配持分 1,341
合計 36,582

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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第110期（2025年3月1日から2026年2月28日まで） （単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
当期首残高 30,562 29,817 348,003 △31,702
当期利益 － － 35,240 －
その他の包括利益 － － － －
当期包括利益合計 － － 35,240 －
自己株式の取得 － － － △2
自己株式の処分 － △6 － 96
剰余金の配当 － － △17,637 －
株式報酬取引 － 106 － －
支配継続子会社に対する持分
変動 － △1 － －
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 － － 3,591 －
その他 － － 138 －
所有者との取引額等合計 － 98 △13,907 94
当期末残高 30,562 29,916 369,336 △31,608

親会社の所有者に帰属する持分 非 支 配
持 分 資本合計その他の資本の構成要素 合 計

当期首残高 54,508 431,188 8,421 439,610
当期利益 － 35,240 1,341 36,582
その他の包括利益 34,417 34,417 719 35,136
当期包括利益合計 34,417 69,658 2,060 71,718
自己株式の取得 － △2 － △2
自己株式の処分 － 90 － 90
剰余金の配当 － △17,637 △408 △18,045
株式報酬取引 － 106 － 106
支配継続子会社に対する持分
変動 － △1 － △1
その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替 △3,591 － － －
その他 － 138 － 138
所有者との取引額等合計 △3,591 △17,304 △408 △17,713
当期末残高 85,335 483,542 10,073 493,615

連結持分変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
1．連結計算書類の作成基準

当社およびその子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、
国際財務報告基準（以下、「IFRS会計基準」という。）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定に
より、IFRS会計基準で求められる開示項目の一部を省略しております。

2．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 54社
主要な連結子会社名
安川オートメーション・ドライブ㈱、安川メカトレック末松九機㈱、米国安川㈱、欧州安川㈲、
安川電機（中国）有限公司、安川アジアパシフィック㈲、韓国安川電機㈱

当連結会計年度において、連結子会社であるYASKAWA Europe Holding ABは、欧州安川㈲を存続会社とする吸収合併に
より消滅したため、連結の範囲から除外しております。

3．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 7社
主要な会社名
㈱YE DIGITAL、ゼネラルパッカー㈱
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4．会計方針に関する事項
(1) 金融資産の評価基準および評価方法
① 非デリバティブ金融資産
（ⅰ）当初認識および測定

当社グループは、金融資産について、純損益を通じて公正価値で測定される（以下、「FVTPL」という。）金融資産、
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される（以下、「FVTOCI」という。）金融資産、償却原価で測定される金融
資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
当社グループは、金融資産に関する契約当事者となった取引日に当該金融商品を認識しております。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に取引コストを加

算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されてい
る。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じ
る。
償却原価で測定される金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定される金融資産に分類しております。
資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない売買目的で保有されるものを除き、

個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するか
を指定し、当該指定を継続的に適用しております。

（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

(a）償却原価により測定される金融資産
償却原価により測定される金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しております。

(b）公正価値により測定される金融資産
公正価値により測定される金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。ただし、資本性金融資産の

うち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては、公正価値の変動額をその他の包括利益
として認識しており、当該金融資産の認識の中止が行われる場合、または公正価値が著しく下落した場合、過去に認識し
たその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については、金融収益の
一部として当期の収益として認識しております。

（ⅲ）金融資産の減損
償却原価で測定される金融資産については、将来発生すると見込まれる予想信用損失に対して貸倒引当金を認識し、そ

の額を控除して表示しております。当社グループは当該金融資産について、当初認識以降信用リスクが著しく増加してい
るか評価しております。この評価には、期日経過情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を
考慮しております。
当初認識以降信用リスクが著しく増加していると評価された償却原価で測定される金融資産については、個々に全期間

の予想信用損失を見積っております。そうでないものについては、報告日後12ヶ月の予想信用損失を見積っております。
また、償却原価で測定される金融資産のうち、営業債権、および契約資産等については、類似する債権ごとに過去にお

ける貸倒実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当率を用いて全期間の予想信用損失を見積っております。
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② デリバティブおよびヘッジ会計
当社グループは、為替リスク等をヘッジするためにデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締

結された時点の公正価値で当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。
当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係並びにヘッジを実施するに当たってのリスク

管理目的および戦略について、公式に指定および文書化を行っております。当該文書は、具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象と
なる項目または取引並びにヘッジされるリスクの性質およびヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値またはキャ
ッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価方法などを
含んでおります。これらのヘッジは、公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効であることが見込
まれますが、ヘッジ指定を受けたすべての財務報告期間にわたって実際に非常に有効であったか否かを判断するために、継続
的に評価しております。
ヘッジ会計に関する厳格な要件を満たすヘッジは、IFRS第9号「金融商品」に基づき以下のように分類し、会計処理しており

ます。
（ⅰ）公正価値ヘッジ

デリバティブの公正価値変動は、純損益として認識しております。ヘッジされるリスクに起因するヘッジ対象の公正価
値変動については、ヘッジ対象の帳簿価額を修正し、純損益として認識しております。

（ⅱ）キャッシュ・フロー・ヘッジ
ヘッジ手段に係る利得または損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ちに純損益として

認識しております。
その他の包括利益に認識されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える時点で純損益

に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産または非金融負債の認識を生じさせるものである場合には、その他の包
括利益として認識されている金額は、非金融資産または非金融負債の当初の帳簿価額の修正として処理しております。
予定取引または確定約定の発生がもはや見込まれない場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識してい

た累積損益を純損益に振り替えております。ヘッジ手段が失効、売却、または他のヘッジ手段への入替えや更新が行われ
ずに終了または行使された場合、もしくはヘッジ指定を取り消された場合には、従来その他の包括利益を通じて資本とし
て認識されていた金額は、予定取引または確定約定が発生するまで引き続き資本に認識しております。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額は、通常の事業過程

における見積売価から、完成までに要する見積原価および見積販売費用を控除した額です。取得原価は、総平均法または個別
法に基づいて算定されており、購入原価、加工費および現在の場所および状態に至るまでに要したすべての費用を含んでおり
ます。

(3) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

土地および建設仮勘定を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で減価償却を行っております。主要な資
産項目ごとの見積耐用年数は、以下のとおりです。
・建物及び構築物 5～50年
・機械装置及び運搬具 3～17年
・工具及び器具備品 2～15年
なお、見積耐用年数、減価償却方法および残存価額は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの

変更として将来に向かって適用しております。
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② 無形資産
各資産は、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で償却を行っておりま

す。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。
・ソフトウエア 5～10年
見積耐用年数、残存価額および償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として

将来に向かって適用しております。
また、耐用年数を確定できない無形資産については、償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合には、その都

度、減損テストを実施しております。
(4) リース

当社グループは、リース開始日において使用権資産とリース負債を認識しております。
リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料をリースの計算利子率を用いて割り引いた現在価値で測定し

ております。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、当社グループの追加借入利率を用いております。使用権資
産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リース契約に基づき要求される原状回
復義務等のコストを加えた額で当初の測定を行っております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的に、減価償却を行っ
ております。
リース料は、リース負債残高に対して一定の利子率となるように、金融費用とリース負債残高の返済部分とに配分しており

ます。金融費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却費と区分して表示しております。
契約がリースであるか否か、または契約にリースが含まれているか否かについては、法的にはリースの形態をとらないもの

であっても、契約の実質に基づき判断しております。
なお、リース期間が12ヶ月以内に終了するリースおよび原資産が少額であるリースについて、当該リースに関連したリース

料を、リース期間にわたり定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
(5) 重要な引当金の計上基準

当社グループは、過去の事象の結果として、当社グループが法的または推定的債務を負っており、当該債務を決済するため
に経済的資源の流出が生じる可能性が高く、債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に引当金を認識しておりま
す。
引当金の貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値および当該負債に特有のリ

スクを反映した割引率を用いて現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の振戻しは金融費用として認識してお
ります。

(6) 従業員給付
① 退職後給付
当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を採用しております。

（ⅰ）確定給付制度
確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して連結財政状態

計算書に認識しております。
確定給付制度債務の現在価値および関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて算定して

おります。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良

社債の市場利回りに基づき算定しております。
退職後給付負債または資産の純額に係る利息純額、および当期勤務費用は、純損益として認識しております。
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確定給付制度の再測定により発生した増減額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちに利益
剰余金に振り替えております。また、過去勤務費用は発生時に純損益として認識しております。

（ⅱ）確定拠出制度
確定拠出型の退職後給付に係る費用は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識しております。

② 短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識しております。当社

グループが従業員から過去に提供された勤務の結果として支払うべき現在の法的および推定的債務を負っており、信頼性のあ
る見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。
③ その他の長期従業員給付

その他の長期従業員給付については、従業員の過年度および当年度において提供した勤務の対価として稼得した将来給付の
見積額を現在価値に割り引いた額を負債として認識しております。

(7) 売上収益
当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：別個の履行義務へ取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務の充足時または充足するにつれて収益を認識する。
当社グループは、モーションコントロール、ロボット、システムエンジニアリングおよびその他製品の製造販売を主な事業

としております。これらの製品の販売については、主に、製品の引渡または検収時点において顧客が当該製品に対する支配を
獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主として当該製品の引渡または検収時点で収益を認識しておりま
す。
一定の期間にわたり製品およびサービス等の支配の移転が行われる取引については、顧客に提供する当該製品およびサービ

ス等の性質を考慮した結果、原価の発生が工事の進捗度を適切に表すと判断したため、発生したコスト等に基づいたインプッ
ト法に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引およびリベートを控除した金額で測定しております。

(8) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 外貨換算
（ⅰ）外貨建取引

当社グループの各企業はそれぞれ独自の機能通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しておりま
す。
外貨建取引は、取引日の為替レートまたはそれに近似するレートにより機能通貨に換算しております。外貨建貨幣性資

産および負債は、連結決算日の為替レートにより機能通貨に換算し、取得原価に基づいて測定される外貨建非貨幣性項目
は、取引日の為替レートにより換算しております。
再換算により発生した換算差額は純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて測定される金融

資産、およびキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。
（ⅱ）在外営業活動体

在外営業活動体の資産・負債（取得により発生したのれんおよび公正価値の調整を含む）は連結決算日の為替レート、
収益および費用は、取引日の為替レートまたはそれに近似する期中平均為替レートにより円に換算しております。
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在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額はその他の包括利益で認識し、在外営業活動体の換算差額と
して、その他の資本の構成要素に含めております。
在外営業活動体を処分し、支配、重要な影響力または共同支配を喪失する場合には、この在外営業活動体に関連する累

積換算差額をその他の包括利益から純損益に振り替えております。
② のれん

企業結合から生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。のれんの償却は行わず、
毎期および減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は純損益として認
識され、その後の戻入れは行っておりません。
③ 非金融資産の減損

当社グループは、各連結会計年度において、棚卸資産および繰延税金資産を除く非金融資産について減損の兆候の有無の判
定を行い、減損の兆候が存在する場合は、減損テストを実施しております。のれんおよび耐用年数を確定できない、または未
だ使用可能ではない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、主に第4四半期に減損テストを実施しております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に損失として認識しております。見積

回収可能価額は、資産または資金生成単位の使用価値とその売却費用控除後の公正価値のうちいずれか高い方の金額としてお
ります。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値および当該資産に固有のリスクを反映
した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
のれんは、のれんが関連する最小の単位を反映して減損がテストされるように、資金生成単位をグルーピングしておりま

す。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に

資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しております。
のれんを除く、過去に減損を認識した資産については、毎期末日において損失の減少または消滅を示す兆候の有無を評価し

ております。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費および償却費を控除した後の帳簿
価額を超えない金額を上限として戻入れております。
④ グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

【会計上の見積りに関する注記】
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書

類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。
重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断については、現時点で入手し得る最新の情報に基づいて行っております。なお、

実際の結果が異なる場合には、翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正を生じる要因となる可能性がありま
す。
(1) 棚卸資産（棚卸資産 210,764百万円）

棚卸資産は、取得原価で測定しておりますが、連結会計年度末における正味実現可能価額が取得原価より下落している場合に
は、当該正味実現可能価額で測定し、取得原価との差額を原則として売上原価に認識しております。また、営業循環過程から外
れて滞留する棚卸資産については、将来の需要や市場動向を反映して正味実現可能価額を算定しております。市場環境が予測よ
り悪化して正味実現可能価額が著しく下落した場合には、損失が発生する可能性があります。
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(2) 非金融資産の減損（有形固定資産 163,955百万円、のれん 7,412百万円、無形資産 30,179百万円、使用権資
産 16,852百万円）
当社グループは、棚卸資産および繰延税金資産を除く非金融資産について減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候が存在

する場合は、減損テストを実施しております。のれんおよび耐用年数を確定できない、または未だ使用可能ではない無形資産に
ついては、毎期および減損の兆候を識別した時に減損テストを実施しております。減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿
価額が見積回収可能価額を超過する場合に損失として認識しております。
回収可能価額の算定においては、資産の耐用年数、将来キャッシュ・フロー、割引率、長期成長率等について一定の仮定を設

定しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影

響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響
を与える可能性があります。

(3) 金融資産（その他の金融資産（非流動） 43,557百万円）
当社グループは、市場価格のない金融商品の公正価値を算定するために、市場における観察可能でないインプットを使用する

評価技法を適用しております。
公正価値の算定においては、割引率、EBITDA倍率等について一定の仮定を設定しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影

響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響
を与える可能性があります。
金融資産の評価に関連する情報は、【金融商品に関する注記】に記載しております。

(4) 従業員給付（その他の非流動資産（退職給付に係る資産） 14,888百万円、退職給付に係る負債 25,963百万
円）
当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を採用しております。
確定給付制度債務の現在価値および勤務費用等は、数理計算上の仮定に基づいて算定されております。数理計算上の仮定に

は、割引率、退職率等、様々な変数についての見積りおよび判断が求められます。
数理計算上の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果や関連

法令の改正・公布等により影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類におい
て認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2025年4月4日
取締役会 普通株式 8,818百万円 34.00円 2025年2月28日 2025年5月7日

2025年10月3日
取締役会 普通株式 8,818百万円 34.00円 2025年8月31日 2025年11月4日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2026年4月10日
取締役会 普通株式 8,819百万円 利益剰余金 34.00円 2026年2月28日 2026年5月8日

(5) 法人所得税（未払法人所得税 3,841百万円、繰延税金資産 10,753百万円）
税額の算定にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、連結会計年度末日ま

でに制定または実質的に制定されている税率および税法に従って納付予定額を合理的に見積り、未払法人所得税および当期税金
費用を認識しております。
繰延税金資産の認識は、課税所得が生じる可能性の判断において、売上高の成長率および営業利益率等の仮定を含む事業計画

に基づいて将来獲得しうる課税所得の時期およびその金額を合理的に見積り、金額を算定しております。
課税所得が生じる時期およびその金額は、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、実際に

発生した時期およびその金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響
を与える可能性があります。

【連結財政状態計算書に関する注記】
1．資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権 3,635百万円
その他の金融資産（流動資産） 684百万円
その他の金融資産（非流動資産） 2,047百万円

2．有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額を含む） 156,076百万円
3．保証債務
従業員の銀行借入れに対する債務保証 12百万円

【連結持分変動計算書に関する注記】
1．当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普通株式 266,690千株

2．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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【金融商品に関する注記】
1．金融商品の状況に関する事項
(1) 資本管理

当社グループの資本管理は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、健全な財務体質を維持しつつ、資本
効率性を高めることを基本方針としております。
当社グループは、親会社の所有者に帰属する持分の金額（自己資本）、ROE（親会社所有者帰属持分当期利益率）および

ROIC（投下資本利益率）を、収益性や事業における投下資本の運用効率を示す経営上の重要な指標としております。
(2) 財務上のリスク管理

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リスク・金利リスク・市
場価格変動リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。
また、当社グループは、デリバティブ取引を為替変動リスクまたは金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な

取引は行わない方針です。
(3) 信用リスク管理
信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生させるリスクです。
当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先

の信用状況を定期的に把握する体制としております。デリバティブ取引については、通貨関連および金利関連ともに、信用リス
クを軽減するために信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。
当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであり、単独の相手先またはその相手先が所

属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
連結計算書類に表示している金融資産の減損後の帳簿価額は、獲得した担保の評価額を考慮に入れない、当社グループの金融

資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最大値です。
(4) 流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日に支払を実行できなくな
るリスクです。
当社グループは、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理し

ております。
(5) 為替リスク管理
グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されております。
当社および一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原

則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
(6) 金利リスク管理

当社グループは、有利子負債を固定金利により調達しております。インフレ局面においては長期借入金等の比率を高め、ま
た、デフレ局面においては短期借入金の比率を高めることにより金利変動リスクをコントロールしております。したがって、現
在の金利リスクは当社グループにとって重要なものではありません。
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帳簿価額 公正価値

社債（注） 9,998 9,973
長期借入金（注） 85,697 84,356

(7) 市場価格変動リスク管理
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。上

場株式の市場価格は市場原理に基づき決定されるため、市場経済の動向によっては価額が変動する可能性があります。上場株式
については、定期的に市場価格や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況
を継続的に見直しています。

2．金融商品の公正価値等および公正価値ヒエラルキーに関する事項
(1) 公正価値の測定方法
金融商品の公正価値の測定方法は以下のとおりです。
（その他の金融資産、その他の金融負債）
上場株式の公正価値については、期末日の取引所の価格によって測定しております。非上場株式の公正価値については、類似

企業比較法、割引キャッシュ・フロー法、簿価純資産法等により測定しております。類似企業比較法では、対象企業の類似上場
企業を選定し、当該類似企業の株式指標を用いて公正価値を測定しております。割引キャッシュ・フロー法では、対象企業の株
主資本コストを収益還元率とし、対象企業の収益額から公正価値を算定しております。非上場株式の公正価値測定にあたって
は、割引率、EBITDA倍率等の観察可能でないインプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを考慮
しております。また、重要性の低い銘柄の公正価値は、簿価純資産を基礎として測定しております。
デリバティブは、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産または金融負債として、取引先金融機関から提示された価格

に基づいて測定しております。
（社債及び借入金）
社債及び長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定しております。なお、短期借入金は、公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を公正価値として
おります。
（その他）
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(2) 金融商品の帳簿価額と公正価値
当社グループの当連結会計年度末に保有する金融商品の帳簿価額および公正価値は、以下のとおりです。
なお、社債および長期借入金以外の償却原価で測定される金融資産および金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しているため

含めておりません。
また、経常的に公正価値で測定される金融商品についても、公正価値と帳簿価額が一致することから含めておりません。

（単位：百万円）

（注）社債および長期借入金は、1年内に償還または返済予定の残高を含んでおります。また、社債および長期借入金の公正価値はレベル2に分類さ
れます。
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レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産：
株式および出資金 44,148 564 43,236 87,949
その他 － 122 321 443

合計 44,148 687 43,557 88,393
負債：
デリバティブ負債 － 815 － 815

合計 － 815 － 815

評価技法 観察可能でないインプット
主なインプット値
当連結会計年度

（2026年2月28日）
割引キャッシュ・フロー法 割引率 11.6％
類似企業比較法 EBITDA倍率 22.1倍

(3) 公正価値ヒエラルキー
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じた公正価値測定額を、レ

ベル1からレベル3まで分類しております。
レベル1：同一の資産または負債に関する活発な市場における（無調整の）市場価格により測定された公正価値
レベル2：レベル1以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して測定された公正価値
レベル3：観察不能なインプットを含む評価技法から測定された公正価値
公正価値の測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値の測定の全体において重要な最も低いレベルのイ

ンプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。
当社グループは、各ヒエラルキー間の振替を振替の原因となった事象または状況変化が発生した日に認識しております。
当連結会計年度末において公正価値で測定した金融商品は以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）当連結会計年度において、レベル1とレベル2の間の重要な振替はありません。

(4) 評価プロセス
レベル3に分類した金融商品については、当社グループで定めた公正価値測定の評価方針および手続に従い、評価担当者が対象

となる金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。
また、公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。

(5) レベル3に分類された資産に関する定量的情報
レベル3に分類された公正価値で測定された資産のうち、重要な観察可能でないインプットを使用して公正価値を測定した資産

に関する評価技法および主な定量的情報は以下のとおりです。

割引率の低下（上昇）およびEBITDA倍率の上昇（低下）により、公正価値は増加（減少）します。なお、観察可能でないイ
ンプットを合理的に考えうる代替的な仮定に変更した場合に見込まれる公正価値の増減は重要ではありません。
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FVTPL金融資産 FVTOCI金融資産

期首残高 372 37,002
利得および損失合計 △51 2,312
純損益（注）1 △51 －
その他の包括利益（注）2 － 2,312
購入 － 4,351
売却・償還・清算 － △410
レベル3からの振替（注）3 － △0
その他（注）4 － △19
期末残高 321 43,236

1株当たり親会社所有者帰属持分 1,864円31銭
基本的1株当たり当期利益 135円88銭

(6) レベル3に分類された経常的に公正価値で測定される金融商品の増減
（単位：百万円）

（注）1. これらの利得および損失は、連結損益計算書の「金融収益」および「金融費用」に含まれております。なお、当連結会計年度末に保有する
金融商品に係る未実現の利得および損失は、当連結会計年度において△51百万円です。

（注）2. その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産に関するもの
です。

（注）3. 当連結会計年度に認識されたレベル3からの振替は、投資先が取引所に上場したことによるものです。
（注）4. その他には在外営業活動体の換算差額が含まれております。

【1株当たり情報に関する注記】
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報告セグメント
その他 合計モーションコント

ロール ロボット システムエンジニ
アリング

地域別
日本 58,335 39,521 32,673 17,847 148,377
米州 90,221 37,861 － 419 128,503
欧州・中近東・アフリカ 20,284 47,861 － － 68,145
中国 45,921 68,108 － 2,044 116,075
アジア（除く中国） 21,291 53,658 6,070 － 81,020

合計 236,053 247,012 38,744 20,311 542,122

【収益認識に関する注記】
1．売上収益の分解
売上収益の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）地域別売上収益は当社グループ各社の所在地を基礎として国または地域を分類しております。なお、中国には香港を含んでおります。

(1) モーションコントロール事業
モーションコントロール事業においては、ACサーボモータ、制御装置およびインバータの開発、製造、販売および保守サービ

スを行っており、国内外の顧客に販売しております。
モーションコントロール事業における製品の販売については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客に引

き渡しまたは検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスクおよび経済価値が移
転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しています。これらの製品の販売による収益は、顧客と
の契約に係る取引価格で測定しています。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として4ヶ月以内に受領しており、重大
な金融要素は含んでいません。
モーションコントロール事業に関する製品の保守契約については、履行義務が時の経過につれて充足されるため、顧客との契

約に係る取引額を契約期間にわたり均等に収益認識しています。
(2) ロボット事業

ロボット事業においては、産業用ロボット等の開発、製造、販売および保守サービスを行っており、国内外の顧客に販売して
おります。
ロボット事業における製品の販売については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客に引き渡しまたは検

収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスクおよび経済価値が移転し、顧客から
支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しています。これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取
引価格で測定しています。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として5ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含
んでいません。
ロボット事業における請負工事等は顧客仕様に基づいた製品等を長期にわたり製造し顧客に提供することにより、履行義務が

充足されるため、費用の発生態様に応じて収益を認識しております。ロボット事業に関する製品の保守契約については、履行義
務が時の経過につれて充足されるため、顧客との契約に係る取引額を契約期間にわたり均等に収益認識しています。
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期首残高 期末残高

営業債権 153,740 163,942
契約資産 23,097 11,000
契約負債 45,508 32,581

連結会計年度末において未充足または部分的に未充足の
履行義務に配分した取引価格 33,045

売上収益の認識が見込まれる時期
1年以内 15,428
1年超 17,616

(3) システムエンジニアリング事業
システムエンジニアリング事業においては、産業用オートメーションドライブおよび社会システムの開発、製造、販売および

保守サービスを行っており、国内外の顧客に販売しております。
システムエンジニアリング事業における製品の販売については、製品の支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客に

引き渡しまたは検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスクおよび経済価値が
移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しています。システムエンジニアリング事業における
製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しています。また、取引の対価は履行義務を充足してから主とし
て5ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでいません。
システムエンジニアリング事業における請負工事等は顧客仕様に基づいた製品等を長期にわたり製造し顧客に提供することに

より、履行義務が充足されるため、費用の発生態様に応じて収益を認識しております。システムエンジニアリング事業に関する
製品の保守契約については、履行義務が時の経過につれて充足されるため、顧客との契約に係る取引額を契約期間にわたり均等
に収益認識しています。
(4) その他事業
その他事業においては、物流サービス等の事業が含まれています。

2．契約残高
（単位：百万円）

契約資産は、主に請負工事等において進捗度の測定に基づいて認識した売上収益に係る未請求売掛金であり、顧客の検収時に営
業債権へ振り替えます。契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約に基
づき履行した時点で収益に振り替えます。
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた金額は33,966百万円です。
3．残存する履行義務の充足時期
期末日時点で充足していない履行義務に配分された取引価格およびその売上認識見込時期ごとの内訳は、以下のとおりです。

（単位：百万円）

（注）1．実務上の便法を適用し、契約期間が1年以内の取引は含めておりません。
2．期末日時点で充足していない履行義務に配分された取引価格には変動対価を含めております。
3．顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

4．顧客との契約を獲得または履行するためのコストに関して認識した資産
当社グループにおいては、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産はありません。
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貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第110期
2026年2月28日現在 科目 第110期

2026年2月28日現在

資産の部 負債の部
流動資産
現金及び預金
受取手形及び売掛金
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
建設仮勘定
その他
無形固定資産
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
前払年金費用
その他

161,105
7,513
 41,041
 10,174
36,116
5,072
41,592
 20,285
△692

220,965
72,994
45,641
11,619
2,876
9,535
3,322
22,628
3,187
19,440
125,341
36,356
61,558
15,928
10,855
687

流動負債 86,233
買掛金  10,401
電子記録債務  5,758
短期借入金 31,240
1年内償還予定の社債 10,000
未払金  5,352
未払費用  12,670
製品保証引当金 337
その他 10,472
固定負債 87,964
長期借入金 64,440
株式給付引当金 1,287
退職給付引当金 19,595
繰延税金負債 170
その他 2,470
負債合計 174,197
純資産の部
株主資本 187,639
資本金 30,562
資本剰余金 27,504
資本準備金 27,245
その他資本剰余金 259
利益剰余金 161,128
その他利益剰余金 161,128
繰越利益剰余金 161,128

自己株式 △31,555
評価・換算差額等 20,233
その他有価証券評価差額金 20,233

貸倒引当金 △43 純資産合計 207,873
資産合計 382,070 負債純資産合計 382,070

計算書類

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （単位：百万円）

科目
第110期

2025年3月1日から
2026年2月28日まで

売上高 181,072
売上原価 130,195
売上総利益 50,877
販売費及び一般管理費 53,860
営業損失（△） △2,982
営業外収益
受取利息 37
受取配当金  34,778
その他  47 34,862
営業外費用
支払利息 687
その他 969 1,656
経常利益 30,223
特別利益
固定資産売却益 30
投資有価証券売却益 547
その他 481 1,059
特別損失
固定資産除売却損 113
投資有価証券評価損 21 134
税引前当期純利益 31,148
法人税、住民税及び事業税 225
法人税等調整額 50 275
当期純利益 30,872

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 79 －



第110期（2025年3月1日から2026年2月28日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 30,562 27,245 259 27,504 147,940 147,940 △31,650 174,357
当期変動額
剰余金の配当 △17,684 △17,684 △17,684
当期純利益 30,872 30,872 30,872
自己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 96 96
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 13,187 13,187 94 13,282
当期末残高 30,562 27,245 259 27,504 161,128 161,128 △31,555 187,639

評価・換算差額等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 10,951 10,951 185,308
当期変動額
剰余金の配当 △17,684
当期純利益 30,872
自己株式の取得 △2
自己株式の処分 96
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 9,282 9,282 9,282

当期変動額合計 9,282 9,282 22,565
当期末残高 20,233 20,233 207,873

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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① 評価基準 ――――――――――――――――――――――――― 原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

② 評価方法
・製品 注文品 ―――――――――――――――――――――― 個別法

標準品 ―――――――――――――――――――――― 総平均法
・半製品 ――――――――――――――――――――――――― 総平均法
・仕掛品 ――――――――――――――――――――――――― 個別法
・原材料 ――――――――――――――――――――――――― 総平均法

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1．重要な資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。

・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法により評価しております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定して

おります。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法により評価しております。

(2) デリバティブの評価基準および評価方法
時価法により評価しております。

(3) 棚卸資産の評価基準および評価方法

2．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5～10年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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ヘッジ手段 ―――― 為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象 ―――― 外貨建予定取引、借入金

3．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の
実情に応じて個別の引当額を計上しております。
(2) 製品保証引当金

製品保証による支出に備えるため、過去の実績率に基づく発生見込額を計上しているほか、発生額を個別に見積もることがで
きる費用については当該見積額を計上しております。
(3) 株式給付引当金

株式給付規程等に基づく取締役、執行役員および従業員への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付
債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4．収益および費用の計上基準
当社は、次の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：別個の履行義務へ取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務の充足時または充足するにつれて収益を認識する。
当社は、モーションコントロール、ロボット、システムエンジニアリングおよびその他製品の製造販売を主な事業としており

ます。これらの製品の販売については、主に、製品の引渡または検収時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行
義務が充足されると判断していることから、主として当該製品の引渡または検収時点で収益を認識しております。
一定の期間にわたり製品およびサービス等の支配の移転が行われる取引については、顧客に提供する当該製品およびサービス

等の性質を考慮した結果、原価の発生が工事の進捗度を適切に表すと判断したため、発生したコスト等に基づいたインプット法
に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引およびリベートを控除した金額で測定しております。

5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
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③ ヘッジ方針
社内規程に基づき、為替変動リスク等をヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金融商品会計に関する実務指針に基づき評価しております。

【会計方針の変更に係る注記】
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用しています。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用）
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第46号 2024年3月22

日）を当事業年度の期首から適用しています。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

【会計上の見積りに関する注記】
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を

及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります。
(1) 棚卸資産（棚卸資産 82,781百万円）

重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断については、「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】（1）棚卸資産」を
ご参照ください。
(2) 有形固定資産の減損（有形固定資産 72,994百万円）

当社は、有形固定資産について減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候が存在する場合は、減損テストを実施しておりま
す。減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に損失として認識しております。
回収可能価額の算定においては、資産の耐用年数、将来キャッシュ・フロー、割引率、長期成長率等について一定の仮定を設

定しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、顧客の設備投資の動向など、将来の不確実な経済

条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の計算書類において認識す
る金額に重要な影響を与える可能性があります。
(3) 前払年金費用および退職給付引当金の測定（前払年金費用 10,855百万円、退職給付引当金 19,595百万円）

重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断については、「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】（4）従業員給付」
をご参照ください。
(4) 繰延税金資産の回収可能性（繰延税金資産 11,930百万円）

重要な会計上の見積りおよび見積りを伴う判断については、「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】（5）法人所得税」
をご参照ください。

－ 83 －



【追加情報】
（取締役および執行役員に対する株式給付信託（BBT））

当社は、2017年6月15日開催の第101回定時株主総会および2019年5月28日開催の第103回定時株主総会決議に基づき、当
社の取締役および執行役員（以下、「当社役員等」という。）に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」（以下、「本制
度」という。）を導入しております。
(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社役員等に対して、当社が定める役員株
式給付規程にしたがって、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という。）が信
託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、当社役員等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社役員等の退
任時となります。
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上
しております。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,545百万円、株式数は398千株であります。

（従業員に対する株式給付信託（J-ESOP））
当社は、当社の従業員に対する株式報酬制度「株式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」という。）を導入しておりま

す。
(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の従業員に対して、当社が定める株式
給付規程にしたがって、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という。）が信託
を通じて給付される株式報酬制度です。なお、当社の従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の従業員の
退職時となります。
(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上
しております。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,261百万円、株式数は284千株であります。

【貸借対照表に関する注記】
1．有形固定資産の減価償却累計額は、84,218百万円であります。
2．保証債務は、従業員の銀行借入れに対する債務保証で、12百万円であります。
3．関係会社に対する短期金銭債権は39,268百万円、短期金銭債務は14,880百万円であります。

【損益計算書に関する注記】
関係会社との取引高は、売上高120,555百万円、仕入高36,272百万円、営業取引以外の取引高37,196百万円であります。
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【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度末における自己株式の種類および株式数は、普通株式7,308千株であります。
当該自己株式には、「株式給付信託（BBT）」および「株式給付信託（J-ESOP）」が保有する当社株式683千株が含まれており

ます。

【税効果会計に関する注記】
1．繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金損金不算入額、関係会社株式損金不算入額等であり、評価性引当額を控除し
ております。繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金、前払年金費用益金不算入額等であります。
2．法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱

い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計
の会計処理並びに開示を行っております。
3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始す

る事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は2027年3月1日に開始する事業年度以降におい

て解消が見込まれる一時差異について、30.5％から31.3％となります。この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であり
ます。
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属性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 米国安川㈱ 所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任等

電気品および
産業用ロボットの販売
（注）1

31,274 受取手形及び
売掛金 6,689

子会社
安川オートメー
ション・ドライ
ブ㈱

所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任等

資金の貸付
（注）2 4,026 その他の

流動資産 4,026

関 連 会
社 ㈱YE DIGITAL 所有

直接38.93％

ソフトウェアの委託
開発
役員の兼任等

ソフトウェアの委託
開発および情報処理
ならびにシステム等
管理運営委託等
（注）3

8,574 未払費用 1,226

1株当たり純資産額 801円42銭
1株当たり当期純利益 119円03銭

【関連当事者との取引に関する注記】
（子会社および関連会社等）

（単位：百万円）

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）1. 製品の販売等については、市場価格を勘案し合理的に決定しております。
（注）2. 資金の貸付・預入取引は、当社グループの資金を一元管理し効率的な活用を目的とする「キャッシュ・マネジメント・システム」によるも

のであります。資金の融通は日々行われているため、取引金額は前事業年度末時点との差引き金額を表しており、利率については市場金利
を勘案して決定しております。

（注）3. ソフトウェアの委託開発等については、市場価格を勘案し合理的に決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

（注）株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託（BBT）」および「株式給付信託（J-ESOP）」に残存する自社の株式は、1株
当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当事業年度末683千株）。
また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（当事業年度691千株）。

【収益認識に関する注記】
収益を理解するための基礎となる情報は、「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】4．収益および費用の計上基準」に同一

の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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